
特殊詐欺防止電話装置について 

 
〇助成金対象者 

６５歳以上の高齢者がいる世帯の方。 

※単身・同居は問いません。 

 

〇助成金額について 

助成金額：10,000 円（市が設置事業者に直接支払います。） 

自己負担額：4,000 円 

経費内訳 

装置本体価格 11,550 円 

電気工事代 2,450円 

合計 14,000 円 

 

〇手続きの流れ 

⑴ 申請書（第１号様式）の提出 

※記入例を確認の上記入してください。 

⑵ 市から事業者へ工事の依頼 

⑶ 事業者と申請者での工事日程調整 

※事前にどこの事業者が工事を行うか、市から申請者へ連絡しますので事業

者から連絡がありましたら、工事日程の調整を行ってください。 

〇申請場所  

市役所２階 産業観光課 商工観光担当窓口 

※所定の申請書に必要事項を記入し、産業観光課窓口へ提出。 

（ご来庁の難しい方は電話でお問合わせください。） 

 

★申請にあたって注意していただくこと★ 
■使用方法 

 ご自宅の電話機回線に当該装置を接続して使用します。 

（装置の主な機能については、別紙チラシを参照） 

※警備会社のセキュリティ、ガス会社のガス管理機器、安否確認情報機器等が

接続されている場合には、接続できない場合があります。 

■保証期間 

購入より 1年間です。 

※保証期間内であっても、故障の内容により、修理費等の費用が発生する場合

があります。 

―問合せ先― 

〒407-8501 

韮崎市水神一丁目 3番 1号 

韮崎市産業観光課商工観光担当 

TEL：0551-22-1111（内線 21４） 

 


